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８０ＧＨｚ帯高速無線伝送システム 
８０ＧＨｚ帯の周波数の電波を使用する陸上移動局の無線設備 

（８０ＧＨｚ帯高速無線伝送システム）の特性試験方法 

 

 

証明規則 第 2 条第 1 項 31 号の 5  

 

この特性試験方法は、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

（平成１６年総務省令第２号）別表第一号一（３）の規定に基づく特性

試験の試験方法を定める告示（平成１６年告示第８８号）第２項に規定

する届出及び公表のために作成されたものである。 

平成29年02月20日 初版 

株式会社ディーエスピーリサーチ 
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改版情報 

版数／年月日 内容 備考 

初版 

平成29年2月20日 

省令及び告示改正に伴い、登録証明機関が臨時に定める暫定

試験方法として定める。 
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一 一般事項 
１ 試験場所の環境 

（１）技術基準適合証明における特性試験の場合 

室内の温湿度は、ＪＩＳ Ｚ８７０３による常温５～３５℃の範囲、常湿４５～８５％（相対

湿度）の範囲内とする。 

（２）認証における特性試験の場合 

上記に加えて周波数の偏差の試験については温湿度試験を行う。詳細は各試験項目を参照。 

 

２ 電源電圧 

（１）技術基準適合証明における特性試験の場合 

電源は、定格電圧を供給する。 

（２）認証における特性試験の場合 

電源は、定格電圧及び定格電圧±１０％を供給する。但し次の場合を除く。 

ア 外部電源から受験機器への入力電圧が±１０％変動したときにおける受験機器の無線部

（電源は除く。）の回路への入力電圧の変動が±１％以下であることが確認できた場合。

この場合は定格電圧のみで試験を行う。 

イ 電源電圧の変動幅が±１０％以内の特定の変動幅内でしか受験機器が動作しない設計と

なっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されてい

る場合。この場合は定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。 

 

３ 試験周波数と試験項目 

Ⅰ 広帯域システム 

占有周波数帯幅が２，２５０ＭＨｚを超えるもの 

（１）７３．５ＧＨｚ又は８３．５ＧＨｚの指定周波数帯ごとに、受験機器から発射されるスペクト

ル分布が最大となる発射可能な周波数の設定が３波以下の場合は、全波で全試験項目について

試験を実施する。 

（２）受験機器から発射されるスペクトル分布が最大となる発射可能な周波数の設定が４波以上の場

合は、上中下の３波の周波数で全試験項目について試験を実施する。 

 

Ⅱ 狭帯域システム 

占有周波数帯幅が２，２５０ＭＨｚ以下であって、チャネル間隔が２５０ＭＨｚ、５００ＭＨｚ、

１，０００ＭＨｚ、２，０００ＭＨｚのもの 

（１）７１ＧＨｚから７６ＧＨｚ又は８１ＧＨｚから８６ＧＨｚの周波数帯ごとに、受験機器の発射

可能な周波数が３波以下の場合は、全波で全試験項目について試験を実施する。 

（２）受験機器の発射可能な周波数が４波以上の場合は、上中下の３波の周波数で全試験項目につい

て試験を実施する。 

（３）受験機器が複数のシステムに設定できる場合は、それぞれの条件に設定して全試験項目につい

て試験を実施する。 

 

４ 予熱時間 

工事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経過後、測

定する。その他の場合は予熱時間はとらない。 

 

５ 測定器の精度と較正等 

（１）測定値に対する測定精度は必要な試験項目において説明している。測定器は較正されたものを

使用する必要がある。 

（２）測定用スペクトルアナライザは掃引方式デジタルストレージ型とする。ただし、ＦＦＴ方式を



 DSP Research, Inc.  
  
 
 

 5 of 30 © DSP Research Inc. 2017 Test Procedure

 
 
 

用いるものであっても、検波モード、ＲＢＷ（ガウスフィルタ）、ＶＢＷ等各試験項目の「ス

ペクトルアナライザの設定」ができるものは使用してもよい。 

 

６ 本試験方法の適用対象 

（１）本試験方法はアンテナ端子（試験用端子を含む）のある装置に適用する。 

（２）本試験方法は内蔵又は付加装置により次の機能が実現できる機器に適用する。 

ア 試験しようとする周波数を固定して送信する機能 

イ 試験しようとする変調方式を固定して送信する機能 

（注 上記機能が実現できない機器の試験方法については別途検討する。） 

 

７ 空中線給電点と測定点等 

（１）空中線給電点と測定点（導波管等の試験用端子）が異なる場合は、別に経路損失等を求めてお

き補正する。 

（２）複数の空中線を時分割等で使用する無線設備であって、非線形素子等を有する空中線切り替え

装置を用いる場合は空中線切り替え装置の出力側（空中線側）を空中線給電点とする。 

（３）複数の空中線から同時に発射するアダプティブアレーアンテナ等の無線設備にあっては、複数

空中線に分岐する手前で測定するか、複数空中線の給電点毎に測定した値を加算する。 

 

８ その他 

本試験方法は標準的な方法を定めたものであるが、これに代わる他の試験方法について技術的に

妥当であると証明された場合は、その方法で試験しても良い。 
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二 環境試験 温湿度試験 
１ 測定系統図 

 
 

２ 受験機器の状態 

（１）規定の温湿度状態に設定して、受験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、受験機器を

非動作状態（電源ＯＦＦ）とする。 

（２）規定の放置時間経過後（湿度試験にあっては常温常湿の状態に戻した後）、受験機器の動作確

認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。 

 

３ 測定操作手順 

（１）低温試験 

ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度

を低温（０℃、－１０℃、－２０℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最低のもの）に設定

する。 

イ この状態で１時間放置する。 

ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（一般事項の２ 電源電圧（２）

参照）を加えて受験機器を動作させる。 

エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。 

（周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」または「周波数の偏差・占有周波数帯幅」

の項目を参照） 

（２）高温試験 

ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度

を高温（４０℃、５０℃、６０℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最高のもの）、かつ常

湿に設定する。 

イ この状態で１時間放置する。 

ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（一般事項の２ 電源電圧（２）

参照）を加えて受験機器を動作させる。 

エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。 

（周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」または「周波数の偏差・占有周波数帯幅」

の項目を参照） 

（３）湿度試験 

ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度

を３５℃に、相対湿度９５％又は受験機器の仕様の最高湿度に設定する。 

イ この状態で４時間放置する。 

ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないこと

を確認した後、規定の電源電圧（一般事項の２ 電源電圧（２）参照）を加えて受験機器

を動作させる。 

エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。 

（周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」または「周波数の偏差・占有周波数帯幅」
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の項目を参照） 

 

４ 補足説明 

（１）本試験項目は認証の特性試験の場合のみに行う。 

（２）常温（５℃～３５℃）、常湿（４５％～８５％（相対湿度））の範囲内の環境下でのみ使用さ

れる旨が工事設計書に記載されている場合には本試験項目は行わない。 

（３）使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、

かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に記載されてい

る場合には、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。 

（４）常温、常湿の範囲を超える場合であっても、３（１）から（３）の範囲に該当しないものは温

湿度試験を省略できる。 
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三 周波数の偏差 
（狭帯域システム） 

１ 測定系統図 

 
 

２ 測定器の条件等 

（１）周波数計としては、スペクトルアナライザを使用する。 

（２）周波数計の測定確度は、規定の許容偏差の１／１０以下の確度とする。 

（３）スペクトルアナライザの設定を次のようにする。 

中心周波数  試験周波数 

掃引周波数幅  占有周波数帯幅の許容値の２倍程度（注１） 

分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅と同程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  信号レベルがスペクトルアナライザ雑音レベルより十分高いこと 

データ点数  （掃引周波数幅／１ＭＨｚ）点以上 

掃引時間   測定精度が保証される最小時間 

但し、バースト波の場合、１サンプルあたり１バーストの継続時間以上 

掃引モード  連続掃引（波形の変動がなくなるまで（例：２０回程度）） 

検波モード  ポジティブピーク 

表示モード  マックスホールド 

 

注１：スペクトルアナライザの雑音レベルが搬送波周波数の電力最大点から２０ｄＢ以上減衰して

いる場合は掃引周波数幅を狭くして良い。 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定し、連続送信する。 

（２）変調は、無変調とする。 

（３）無変調の連続送信にできない場合は、無変調波の継続的バースト送信状態とする。 

 

４ 測定操作手順 

（１）２（３）において掃引後、搬送波周波数の最大となる点の周波数を中心周波数とする。 

（２）周波数の精度を高めるため、掃引周波数幅を１００ＭＨｚ程度まで狭くして、周波数を測定す

る。 

 

５ 結果の表示 

チャネル間隔：２５０ＭＨｚ、５００ＭＨｚ 

（１） 結果は、測定値をＧＨｚ単位で表示するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差を百万

分率 

（１０－６）の単位で（＋）または（－）の符号を付けて表示する。 

チャネル間隔：１，０００ＭＨｚ、２，０００ＭＨｚ 

（２） 結果は、測定値をＧＨｚ単位で表示するとともに、許容値及び、測定値の割当周波数に対す

る偏差をＭＨｚの単位で（＋）または（－）の符号を付けて表示する。 
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６ 補足説明 

（１）スペクトルアナライザにおいて周波数カウンタ機能を有する場合は、この機能を用いても良い。 
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四 周波数の偏差・占有周波数帯幅 
（広帯域システム：周波数の偏差及び占有周波数帯幅） 

（狭帯域システム：占有周波数帯幅） 
 

１ 測定系統図 

 
接続器具は、各種導波管変換器等である。 

 

２ 測定器の条件等 

（１）スペクトルアナライザの設定を次のようにする。 

中心周波数  試験周波数 

掃引周波数幅  占有周波数帯幅の許容値の３倍程度（注１） 

分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅と同程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  信号レベルがスペクトルアナライザ雑音レベルより十分高いこと 

データ点数  １，０００点以上 

掃引時間   測定精度が保証される最小時間 

但し、バースト波の場合、１サンプルあたり１バーストの継続時間以上 

掃引モード  連続掃引（波形の変動がなくなるまで（例：２０回程度）） 

検波モード  ポジティブピーク 

表示モード  マックスホールド 

（２）スペクトルアナライザの測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。 

注１：占有周波数帯幅が２，２５０ＭＨｚを超える場合は占有周波数帯幅の許容値の２倍程度とし

ても良い。なお、占有周波数帯幅に隣接した領域において、線スペクトルを除く電力最大点

から３５ｄＢ以上減衰している場合は掃引周波数幅を狭くして良い。 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定し、送信する。 

（２）運用状態が連続送信状態（ＡＳＫ等の変調信号を連続して送信する状態。）の場合は連続送信

状態にする。 

（３）変調は、標準符号化試験信号で変調する。 

（４）運用状態がバースト送信状態（電波の発射を断続する送信状態。）の場合は、バースト送信状

態とし、バースト長が最小となるように設定する等、占有周波数帯幅が最大となる変調状態と

する。 

 

４ 測定操作手順 

（１）掃引後、全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

（２）全データについて、ｄＢ値を電力次元の真数に変換する。 

（３）全データの電力総和を求め、「全電力」として記憶する。 

（４）最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が「全電力」の０．５％となる限

界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「下限周波数」として記録する。 

（５）最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が「全電力」の０．５％となる限

界データ点を求める。その限界点を周波数に変換して「上限周波数」として記録する。 
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５ 結果の表示 

（１）周波数の偏差（指定周波数帯）（占有周波数帯幅：２，２５０ＭＨｚを超えの場合） 

ア 「上限周波数」及び「下限周波数」をＧＨｚ単位で表示する。 

イ 上記「上限周波数」及び「下限周波数」が指定周波数帯内であることを確認し、良（又は

否）で判定する。 

（２）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子での測定値の内、最も高い「上限周

波数」及び、最も低い「下限周波数」を表示する他、参考としてそれぞれの空中線端子の測定

値も表示する。 

（３）占有周波数帯幅 

（「上限周波数」－「下限周波数」）を求め、ＧＨｚ単位で表示する。 

（４）複数の空中線端子を有する場合は、それぞれの空中線端子での測定値の内、最も大きなものを

表示する他、参考としてそれぞれの空中線端子の測定値も表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）スペクトルアナライザの測定周波数範囲を拡張するため、外部ミキサを用いる場合は局部発振

器周波数を占有周波数帯幅の許容値の２倍以上の周波数とする。 

（２）標準符号化試験信号は、変調信号発生器から規定伝送速度に対応した標準符号化試験信号（Ｉ

ＴＵ－Ｔ勧告Ｏ．１５０による９段ＰＮ符号、１５段ＰＮ符号、２３段ＰＮ符号、３１段ＰＮ

符号等をいう。）を入力する。なお、内蔵で標準符号化試験信号が発生できる場合は、これを

使用しても良い。ただし、符号の段数によりスペクトル分布が影響を受ける場合は、占有周波

数帯幅が最大となる符号を用いる。 

（３）標準符号化試験信号による変調が困難な場合は、制御符号等を除くデータ領域のみ標準符号化

試験信号としても良い。 

（４）バースト波の場合はバースト時間を最小に設定し、バースト波の過渡応答時間を可変するもの

は最小時間に設定する等占有周波数帯幅が最大となる状態にする。 

（５）変調パルスの立ち上がり立ち下がりの過渡応答などを制御する機能を有する場合は、実運用状

態において占有周波数帯幅が最大となる条件とする。 

（６）信号レベルが低く、スペクトルアナライザ雑音レベルから線スペクトルを除く最大点まで２５

ｄＢ以上確保できない場合は、低雑音増幅器等を使用する。なお、外部ミキサの変換損失の影

響がある場合は変換損失の少ないものを使用する。 

（７）スペクトル分布が、ｓｉｎ（ｘ）／ｘ状に分布する場合であって、線スペクトルを除く主輻射

のピークからスペクトルアナライザ雑音レベルまでの差が３５ｄＢ以下の場合、２（１）にお

いて分解能帯域幅を１０ＭＨｚまで広くしても良い。なお、この場合にはスペクトルアナライ

ザの画面データ等もあわせて表示すること。 

（８）上記（７）において、スペクトルアナライザの雑音レベルの影響で占有周波数帯幅が広く測定

される場合は、４（１）から（５）の手順に代えて、次の手順としても良い。なお、この場合

にはスペクトルアナライザの画面データ等もあわせて表示すること。 

ア 線スペクトル（注２）を除く、主輻射の最大値から２３ｄＢ減衰する点の周波数を、上限

周波数又は下限周波数とする。 

イ アにおいて２３ｄＢ減衰する周波数が複数測定される場合は、最も高い周波数又は最も低

い周波数を上限周波数又は下限周波数とする。 

注２：線スペクトルとは、ＡＳＫ（例ＯＯＫ：Ｏｎ Ｏｆｆ Ｋｅｙｉｎｇ）変調の場合は搬送波及

びキャリアリーク、ＢＰＳＫ変調やＦＳＫ変調の場合はキャリアリーク等の線スペクトルと

し、分解能帯域幅を１ＭＨｚから１００ｋＨｚに変更した場合の差が３ｄＢ以内の場合とす

る。 

（９）分解能帯域幅を１ＭＨｚとした場合に、測定する信号にｓｉｎ（ｘ）／ｘ状等の広帯域変調信

号に比べて大きなレベルの線スペクトル（注２）が含まれる場合であって、線スペクトルの最
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大値からｓｉｎ（ｘ）／ｘ状の広帯域信号の最大点まで（線スペクトルの相対レベル）が、次

式の値以下になる場合は、４（１）から（５）において、線スペクトルを除いたスペクトル分

布として計算をする。 

線スペクトルの相対レベル＝１０ｌｏｇ（メインローブの幅／分解能帯域幅） 

メインローブの幅：ｓｉｎ（ｘ）／ｘ状の主輻射の最大点となる周波数から周波数を高い方へ

離調させ極小点となる周波数と周波数を低い方へ離調させ極小点となる周波数の幅。なお、測

定が困難な場合は５ＧＨｚとする。 

（例 矩形の１ｎｓパルスの場合メインローブの幅は２ＧＨｚ） 

（１０）線スペクトルの相対レベルが（９）の式の範囲を超える場合は、データ点数を１０，０００

点以上に設定し、線スペクトルの相対レベルから１０ｌｏｇ（メインローブの幅／分解能帯域

幅）だけ減じた値を線スペクトルの値として計算する。なお、スペクトルアナライザのデータ

点数が１０，０００点以上に設定できない場合は、線スペクトルを除いて計算する。 

（１１）外部ミキサを用いる場合は、ローカル周波数等を確認し、イメージレスポンス等に注意する

こと。 
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五 スプリアス発射又は不要発射の強度（１） 
（広帯域システム） 

１ 測定系統図 

 
接続器具は、各種導波管変換器等である。 

 

２ 測定器の条件等 

（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。 

（２）指定周波数帯を除く不要発射探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。 

掃引周波数幅  ３０ＭＨｚ～１１０ＧＨｚ（注１）（注２） 

分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  最大のダイナミックレンジとなる値 

掃引時間   測定精度が保証される最小時間（注３） 

データ点数  ４００点以上（例１，００１点） 

掃引モード  連続掃引（波形の変動がなくなるまで（例：２０回程度）） 

検波モード  ポジティブピーク 

表示モード  マックスホールド 

注１ 不要発射の探索は、下限周波数を３０ＭＨｚとしているが、導波管を用いるものはカットオ

フ周波数の０．７倍からとし、１０ＧＨｚ程度の周波数幅ごとに分割して掃引する。 

注２ 指定周波数帯を除く。なお、帯域外領域とスプリアス領域についてそれぞれ以下の周波数範

囲を掃引し、スプリアス領域については１０ＧＨｚ程度の周波数幅ごとに分割して掃引する。 

 

割当周波数： ７３．５ＧＨｚの場合 

指定周波数帯 ： ７１．０ＧＨｚ～ ７６．０ＧＨｚ 

帯域外領域 ： ６５．５ＧＨｚ～ ７１．０ＧＨｚ 

： ７６．０ＧＨｚ～ ８１．０ＧＨｚ 

： ８１．０ＧＨｚ～ ８１．５ＧＨｚ 

スプリアス領域： ３０ＭＨｚ～ ６５．５ＧＨｚ（注１） 

： ８１．５ＧＨｚ～１１０．０ＧＨｚ 

割当周波数： ８３．５ＧＨｚの場合 

指定周波数帯 ： ８１．０ＧＨｚ～ ８６．０ＧＨｚ 

帯域外領域 ： ７５．５ＧＨｚ～ ７６．０ＧＨｚ 

： ７６．０ＧＨｚ～ ８１．０ＧＨｚ 

： ８６．０ＧＨｚ～ ９１．５ＧＨｚ 

スプリアス領域： ３０ＭＨｚ～ ７５．５ＧＨｚ（注１） 

： ９１．５ＧＨｚ～１１０．０ＧＨｚ 
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注３ バースト波の場合、１サンプル当たり１バースト以上入る時間とする。ただし、バースト周

期が長い場合は、掃引回数を増やすことにより掃引時間を短くしてもよい。 

（３）不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。 

（ゼロスパンで求める場合）（７６ＧＨｚ～８１ＧＨｚを除く） 

中心周波数  不要発射周波数（探索された周波数） 

掃引周波数幅  ０Ｈｚ 

分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  送信信号の振幅をミキサの直線領域の最大付近 

掃引時間  測定精度が保証される最小時間（注４） 

データ点数  ４００点以上（例１，００１点） 

掃引モード  単掃引 

検波モード  ポジティブピーク 

表示モード  マックスホールド 

注４ バースト波の場合、１バースト時間内にデータ点数が１０以上となる時間であれば掃引時間

として設定してもよい。 

（４）不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。 

（ゼロスパンで求める場合）（７６ＧＨｚ～８１ＧＨｚ） 

中心周波数  不要発射周波数（探索された周波数） 

掃引周波数幅  ０Ｈｚ 

分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  送信信号の振幅をミキサの直線領域の最大付近 

掃引時間  測定精度が保証される最小時間（注５） 

データ点数  ４００点以上（例１，００１点） 

掃引モード  単掃引 

検波モード  サンプル 

注５ バースト波の場合、１バースト時間内にデータ点数が１００以上となる時間であれば掃引時

間として設定してもよい。 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定し、送信する。 

（２）運用状態が連続送信状態（ＡＳＫ等の変調信号を連続して送信する状態。）の場合は連続送信

状態にする。 

（３）変調は、標準符号化試験信号で変調する。 

（４）運用状態がバースト送信状態（電波の発射を断続する送信状態。）の場合は、バースト送信状

態とし、バースト長が最小となるように設定する等、占有周波数帯幅が最大となる変調状態と

する。 

（５）７６ＧＨｚ超え８１ＧＨｚ以下の周波数範囲を測定する場合、（４）に加え運用状態がバース

ト送信状態（電波の発射を断続する送信状態。）の場合は、バースト送信状態とし、バースト

長が最大となるように設定する。 

 

４ 測定操作手順 

（１）スペクトルアナライザの設定を２（２）として、掃引し不要発射を探索する。この場合、指定

周波数帯（注２）の範囲を探索範囲から除外する。 
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（２）７６．０ＧＨｚから８１．０ＧＨｚまでの周波数範囲を除く周波数において、探索した不要発

射の振幅値が、尖頭電力の許容値に対し、３ｄＢ以上低い場合は尖頭電力の測定値とする。許

容値に対し３ｄＢ以上低い値を超えた場合は、周波数の精度を高めるため、２（２）において

掃引周波数幅を１ＧＨｚ、１００ＭＨｚ、１０ＭＨｚと順次狭くして、その不要発射周波数と

不要発射の値を正確に求め尖頭電力の測定値とする。 

（３）探索した不要発射の振幅値（尖頭電力）の最大となる周波数が変動しない場合には、スペクト

ルアナライザの設定を２（３）として求めた値を測定値とする。 

（４）７６．０ＧＨｚから８１．０ＧＨｚまでの周波数範囲において、探索した不要発射の振幅値が、

許容値に対し３ｄＢ以上低い場合は測定値とする。許容値に対し３ｄＢ以上低い値を超えた場

合は、周波数の精度を高めるため、２（２）において掃引周波数幅を１ＧＨｚ、１００ＭＨｚ、

１０ＭＨｚと順次狭くして、その不要発射周波数を求める。 

（５）次に、スぺクトルアナライザの設定を２（４）とし、掃引終了後、バースト内の全データ点の

値をコンピュータに取り込む。バースト内の全データ（ｄＢｍ値）を電力の真数に変換し、平

均を求めて（すなわちバースト内の全データの総和をバースト内のデータ数で除し）、不要発

射の振幅値とする。 

 

５ 結果の表示 

（１）７６．０ＧＨｚから８１．０ＧＨｚまでの周波数範囲を除く周波数における、帯域外領域にお

ける不要発射の強度として、搬送波の下側及び上側のそれぞれについて、最大値の１波をμＷ

／ＭＨｚ単位で、周波数と共に表示する。 

（２）７６．０ＧＨｚから８１．０ＧＨｚまでの周波数範囲における、帯域外領域における不要発射

の強度として、最大値の１波をμＷ／ＭＨｚ単位で、周波数と共に表示する。 

（３）スプリアス領域における不要発射の強度として、測定周波数帯域を分割してスペクトルアナラ

イザへの接続経路を切り替えた場合は、それぞれの接続経路の周波数帯域ごとの最大値の１波

をμＷ／ＭＨｚ単位で、周波数と共に表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）不要発射の探索において、導波管を用いるものはカットオフ周波数の０．７倍から測定するこ

ととしている。しかしながら、カットオフ周波数の０．７倍を超える周波数であっても導波管

が充分に長く技術基準の許容値を満足するカットオフ減衰量が得られることが証明されれば、

その周波数範囲の測定を省略することができる。 

（２）不要発射の探索において、送信部出力から給電点までの間に導波管接続のフィルタ及びデュー

プレクサ等を用いるものは、それらの周波数特性のデータ（例：ネットワークアナライザ等に

より取得したデータ）を提出することにより、許容値を満足する減衰量が得られることが証明

されれば、その周波数範囲の測定を省略することができる。 

（３）使用するスペクトルアナライザの雑音レベルが、不要発射の許容値のレベルを超えて直接測定

できない場合は、低雑音増幅器等を使用するとともに、接続経路等の損失も最小になるように

注意する必要がある。測定系の雑音レベル（尖頭値）は、不要発射の許容値より６ｄＢ以上低

い値とすること。なお、許容値より１０ｄＢ以上低い値とすることが望ましい。 

（４）使用するスペクトルアナライザにおいて外部ミキサを用いる場合、ハーモニックミキサの逓倍

数が大きいと外部ミキサでの変換損失が大きくなるため注意すること。なお、外部ミキサを用

いる場合も、測定系の雑音レベル（尖頭値）は（３）と同様にすること。 

（５）２（３）において、不要発射の周波数が変動する場合は、２（２）において掃引周波数幅を１

００ＭＨｚ程度にして最大値を求める。また不要発射が最大となる周波数の変動幅が１００Ｍ

Ｈｚを超える場合には、１００ＭＨｚ程度に分割して掃引し、最大値を測定値とする。 

（６）７６．０ＧＨｚから８１．０ＧＨｚまでの周波数範囲の測定に限り、２（２）のスペクトルア

ナライザの検波モードの「ポジティブピーク」の代わりに「ＲＭＳ」を用いてもよい。ただし、



 DSP Research, Inc.  
  
 
 

 16 of 30 © DSP Research Inc. 2017 Test Procedure

 
 
 

データ点数は（掃引周波数幅／分解能帯域幅）以上とする。 

（７）（６）において、ＲＭＳ値を用いる場合は、測定値にバースト時間率（注６）の逆数を乗じた

値を測定結果とする。 

注６：バースト時間率＝（電波を発射している時間／バースト周期） 

（８）外部ミキサを用いる場合は、ローカル周波数等を確認し、イメージレスポンス等に注意するこ

と。 

（９）３（３）において、標準符号化試験信号による変調が困難な場合は、制御符号等を除くデータ

領域のみ標準符号化試験信号としても良い。 
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六 スプリアス発射又は不要発射の強度（２） 
（狭帯域システム） 

１ 測定系統図 

 
接続器具は、各種導波管変換器等である。 

 

２ 測定器の条件等 

（１）搬送波抑圧フィルタは、必要に応じて使用する。 

（２）不要発射探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。 

掃引周波数幅  ３０ＭＨｚ～１１０ＧＨｚ（注１）（注２） 

分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  最大のダイナミックレンジとなる値 

掃引時間   測定精度が保証される最小時間（注３） 

データ点数  ４００点以上（例１，００１点） 

掃引モード  連続掃引（波形の変動がなくなるまで（例：２０回程度）） 

検波モード  ポジティブピーク 

表示モード  マックスホールド 

 

注１ 不要発射の探索は、３０ＭＨｚから７６ＧＨｚ、７６ＧＨｚから８１ＧＨｚ、８１ＧＨｚか

ら１１０ＧＨｚの範囲を掃引する。なお、下限周波数を３０ＭＨｚとしているが、導波管を

用いるものはカットオフ周波数の０．７倍からとし、１０ＧＨｚ程度の周波数幅ごとに分割

して掃引する。 

注２ 帯域外領域とスプリアス領域についてそれぞれ以下の周波数範囲を掃引し、スプリアス領域

については１０ＧＨｚ程度の周波数幅ごとに分割して掃引する。 

 

スプリアス領域： 以下の周波数。ただし、帯域外領域を除く 

３０ＭＨｚ ～ １１０ＧＨｚ（注１） 

帯域外領域 ： 以下の周波数。 

チャネル間隔２５０ＭＨｚ  ：搬送波周波数±（１２５ＭＨｚ～ ６２５ＭＨｚ） 

チャネル間隔５００ＭＨｚ  ：搬送波周波数±（２５０ＭＨｚ～１，２５０ＭＨｚ） 

チャネル間隔１，０００ＭＨｚ：搬送波周波数±（５００ＭＨｚ～２，０００ＭＨｚ） 

チャネル間隔２，０００ＭＨｚ：搬送波周波数±（１，０００ＭＨｚ～３，５００Ｍ

Ｈｚ） 

 

注３ バースト波の場合、１サンプル当たり１バースト以上入る時間とする。ただし、バースト周

期が長い場合は、掃引回数を増やすことにより掃引時間を短くしてもよい。 



 DSP Research, Inc.  
  
 
 

 18 of 30 © DSP Research Inc. 2017 Test Procedure

 
 
 

（３）不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。 

中心周波数  不要発射周波数（探索された周波数） 

掃引周波数幅  ０Ｈｚ 

分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  送信信号の振幅をミキサの直線領域の最大付近 

掃引時間   測定精度が保証される最小時間（注４） 

データ点数  ４００点以上（例１，００１点） 

掃引モード  単掃引 

検波モード  サンプル 

注４ バースト波の場合、１バースト時間内にデータ点数が１００以上となる時間であれば掃引時

間として設定してもよい。 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定し、送信する。 

（２）運用状態が連続送信状態の場合は連続送信状態にする。 

（３）変調は、標準符号化試験信号で変調する。 

（４）運用状態がバースト送信状態（電波の発射を断続する送信状態。）の場合は、バースト送信状

態とする。 

 

４ 測定操作手順 

（１）スペクトルアナライザの設定を２（２）として、掃引し不要発射を探索する。 

（２）探索した不要発射の振幅値が、許容値に対し３ｄＢ以上低い場合は測定値とする。許容値に対

し３ｄＢ以上低い値を超えた場合は、周波数の精度を高めるため、２（２）において掃引周波

数幅を１ＧＨｚ、１００ＭＨｚ、１０ＭＨｚと順次狭くして、その不要発射周波数を求める。 

（３）次に、スぺクトルアナライザの設定を２（３）とし、掃引終了後、バースト内の全データ点の

値をコンピュータに取り込む。バースト内の全データ（ｄＢｍ値）を電力の真数に変換し、平

均を求めて（すなわちバースト内の全データの総和をバースト内のデータ数で除し）、不要発

射の振幅値とする。 

 

５ 結果の表示 

（１）７６．０ＧＨｚから８１．０ＧＨｚまでの周波数範囲を除く周波数における、帯域外領域にお

ける不要発射の強度として、搬送波の下側及び上側のそれぞれについて、最大値の１波をμＷ

／ＭＨｚ単位で、周波数と共に表示する。 

（２）７６．０ＧＨｚから８１．０ＧＨｚまでの周波数範囲における、帯域外領域における不要発射

の強度として、最大値の１波をμＷ／ＭＨｚ単位で、周波数と共に表示する。 

（３）スプリアス領域における不要発射の強度として、測定周波数帯域を分割してスペクトルアナラ

イザへの接続経路を切り替えた場合は、それぞれの接続経路の周波数帯域ごとの最大値の１波

をμＷ／ＭＨｚ単位で、周波数と共に表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）不要発射の探索において、導波管を用いるものはカットオフ周波数の０．７倍から測定するこ

ととしている。しかしながら、カットオフ周波数の０．７倍を超える周波数であっても導波管

が充分に長く技術基準の許容値を満足するカットオフ減衰量が得られることが証明されれば、

その周波数範囲の測定を省略することができる。 

（２）不要発射の探索において、送信部出力から給電点までの間に導波管接続のフィルタ及びデュー
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プレクサ等を用いるものは、それらの周波数特性のデータ（例：ネットワークアナライザ等に

より取得したデータ）を提出することにより、許容値を満足する減衰量が得られることが証明

されれば、その周波数範囲の測定を省略することができる。 

（３）使用するスペクトルアナライザの雑音レベルが、不要発射の許容値のレベルを超えて直接測定

できない場合は、低雑音増幅器等を使用するとともに、接続経路等の損失も最小になるように

注意する必要がある。測定系の雑音レベル（尖頭値）は、不要発射の許容値より６ｄＢ以上低

い値とすること。なお、許容値より１０ｄＢ以上低い値とすることが望ましい。 

（４）使用するスペクトルアナライザにおいて外部ミキサを用いる場合、ハーモニックミキサの逓倍

数が大きいと外部ミキサでの変換損失が大きくなるため注意すること。なお、外部ミキサを用

いる場合も、測定系の雑音レベル（尖頭値）は（３）と同様にすること。 

（５）７６．０ＧＨｚから８１．０ＧＨｚまでの周波数範囲の測定に限り、２（２）のスペクトルア

ナライザの検波モードの「ポジティブピーク」の代わりに「ＲＭＳ」を用いてもよい。ただし、

データ点数は（掃引周波数幅／分解能帯域幅）以上とする。 

（６）（５）において、ＲＭＳ値を用いる場合は、測定値にバースト時間率（注５）の逆数を乗じた

値を測定結果とする。 

注５：バースト時間率＝（電波を発射している時間／バースト周期） 

（７）外部ミキサを用いる場合は、ローカル周波数等を確認し、イメージレスポンス等に注意するこ

と。 

（８）３（３）において、標準符号化試験信号による変調が困難な場合は、制御符号等を除くデータ

領域のみ標準符号化試験信号としても良い。 
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七 スプリアス発射又は不要発射の強度（３） 
（狭帯域システム）（スペクトルマスク） 

１ 測定系統図 

 
接続器具は、各種導波管変換器等である。 

 

２ 測定器の条件等 

（１）スペクトルマスク探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。 

掃引周波数幅  （注１） 

分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  最大のダイナミックレンジとなる値 

掃引時間   測定精度が保証される最小時間（注２） 

データ点数  ４００点以上（例１，００１点） 

掃引モード  連続掃引（波形の変動がなくなるまで（例：２０回程度）） 

検波モード  ポジティブピーク 

表示モード  マックスホールド 

 

注１ 掃引周波数幅は以下の通りとする。 

チャネル間隔２５０ＭＨｚ  ： 搬送波周波数±６２５ＭＨｚ 

チャネル間隔５００ＭＨｚ  ： 搬送波周波数±１，２５０ＭＨｚ 

チャネル間隔１，０００ＭＨｚ ： 搬送波周波数±２，０００ＭＨｚ 

チャネル間隔２，０００ＭＨｚ ： 搬送波周波数±３，５００ＭＨｚ 

注２ 連続波の場合、１サンプル当たり１フレーム（データの最小構成時間以上）とし、バースト

波の場合、１サンプル当たり１バースト周期以上入る時間とする。ただし、バースト周期が

長い場合は、掃引回数を増やすことにより掃引時間を短くしてもよい。 

（２）スペクトルマスク測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。 

（ゼロスパンで求める場合） 

中心周波数  搬送波周波数及び不要発射周波数（探索された周波数） 

掃引周波数幅  ０Ｈｚ 

分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  送信信号の振幅をミキサの直線領域の最大付近 

掃引時間   測定精度が保証される最小時間（注３） 

データ点数  ４００点以上（例１，００１点） 

掃引モード  単掃引 

検波モード  サンプル 

注３ 連続波の場合、１サンプル当たり１フレーム（データの最小構成時間以上）とし、バースト

波の場合、１サンプル当たり１バースト周期以上入る時間とする。ただし、バースト周期が

長い場合は、掃引回数を増やすことにより掃引時間を短くしてもよい。 

（３）データ点数が（注５）の値以上でＲＭＳ検波機能を有するスペクトルアナライザの設定は次の
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ようにする。 

掃引周波数幅  （注１） 

分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  最大のダイナミックレンジとなる値 

掃引時間   測定精度が保証される最小時間（注４） 

データ点数  （注５） 

掃引モード  連続掃引（波形の変動がなくなるまで（例：２０回程度）） 

検波モード  ＲＭＳ 

表示モード  マックスホールド 

注４ 連続波の場合、１サンプル当たり１フレーム（データの最小構成時間以上）とし、バースト

波の場合、１サンプル当たり１バースト周期以上入る時間とする。ただし、バースト周期が

長い場合は、掃引回数を増やすことにより掃引時間を短くしてもよい。 

注５ 掃引周波数幅は以下の通りとする。 

チャネル間隔２５０ＭＨｚ  ： データ点数１，２５０点以上 

チャネル間隔５００ＭＨｚ  ： データ点数２，５００点以上 

チャネル間隔１，０００ＭＨｚ ： データ点数４，０００点以上 

チャネル間隔２，０００ＭＨｚ ： データ点数７，０００点以上 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定し、送信する。 

（２）運用状態が連続送信状態の場合は連続送信状態にする。 

（３）変調は、標準符号化試験信号で変調する。 

（４）運用状態がバースト送信状態（電波の発射を断続する送信状態。）の場合は、バースト送信状

態とし、バースト長が最小となるように設定する等、占有周波数帯幅が最大となる変調状態と

する。 

 

４ 測定操作手順 

（１）スペクトルアナライザの設定を２（１）として、掃引し搬送波周波数及び不要発射を探索する。 

（２）探索した搬送波及び、不要発射の振幅値が許容値以下の場合、探索値を測定値とする。 

（３）探索した搬送波及び、不要発射の振幅値が許容値を超えた場合、スぺクトルアナライザの中心

周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を１ＧＨｚ、１００ＭＨｚ、１０ＭＨｚのよう

に分解能帯域幅の１０倍程度まで順次狭くして、搬送波及び不要発射周波数を求める。次に、

スペクトルアナライザの設定を上記２（２）とし、掃引終了後、全データ点の値をコンピュー

タに取り込む。全データ（ｄＢｍ値）を電力の真数に変換し、平均（バースト波の場合は、バ

ースト内平均）を求めて、それをｄＢｍ値に変換し、搬送波及び不要発射の測定値とする。 

（４）データ点数が（注５）の値以上でＲＭＳ検波機能を有するスペクトルアナライザの場合は２（３）

のように設定し測定する。 

（５）連続波の場合は（４）で求めた値を測定値とする。 

（６）バースト波の場合は、（４）で求めた測定値にバースト時間率（注６）の逆数を乗じた値を測

定結果とする。 

注６：バースト時間率＝（電波を発射している時間／バースト周期） 

 

５ 結果の表示 

（１）結果は、技術基準の異なる帯域ごとに、最大となる１波をｄＢｍ／ＭＨｚ単位で表示する。 

（２）なお、スペクトルマスクの許容値を含めたスペクトルアナライザの管面表示データも表示する

ことが望ましい。 
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６ 補足説明 

（１）使用するスペクトルアナライザの雑音レベルが、スペクトルマスクの許容値のレベルを超えて

直接測定できない場合は、低雑音増幅器等を使用するとともに、接続経路等の損失も最小にな

るように注意する必要がある。測定系の雑音レベル（尖頭値）は、スペクトルマスクの許容値

より６ｄＢ以上低い値とすること。なお、許容値より１０ｄＢ以上低い値とすることが望まし

い。 

（２）使用するスペクトルアナライザにおいて外部ミキサを用いる場合、ハーモニックミキサの逓倍

数が大きいと外部ミキサでの変換損失が大きくなるため注意すること。なお、外部ミキサを用

いる場合も、測定系の雑音レベル（尖頭値）は（１）と同様にすること。 

（３）外部ミキサを用いる場合は、ローカル周波数等を確認し、イメージレスポンス等に注意するこ

と。 

（４）３（３）において、標準符号化試験信号による変調が困難な場合は、制御符号等を除くデータ

領域のみ標準符号化試験信号としても良い。 

（５）５（１）において、技術基準の異なる帯域ごとに最大の値としているが、技術基準の許容値が

傾斜した直線で規定される帯域においては、許容値に対し最も余裕のない１波とする。 

（６）５（１）において各帯域毎とは、離調周波数対チャネル帯域幅比（％）が０％以上５０％未満、

５０％以上５７．５％未満、５７．５％以上７０％未満、７０％以上１２５％未満、（チャネ

ル帯域幅５００ＭＨｚ以下）１２５％以上２５０％未満、及び２５０％、（チャネル帯域幅１，

０００ＭＨｚ）１２５％以上２００％未満、及び２００％、（チャネル帯域幅２，０００ＭＨ

ｚ）１２５％以上１７５％未満、及び１７５％の帯域とする。 
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八 隣接チャネル漏洩電力 
（狭帯域システム） 

１ 測定系統図 

 
接続器具は、各種導波管変換器等である。 

 

２ 測定器の条件等 

（１）スペクトルアナライザの設定を次のようにする。 

中心周波数  （注１） 

掃引周波数幅  （注１） 

分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅と同程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  信号レベルがスペクトルアナライザ雑音レベルより十分高いこと 

データ点数  １，０００点以上 

掃引時間   測定精度が保証される最小時間 

但し、バースト波の場合、１サンプルあたり１バーストの継続時間以上 

掃引モード  連続掃引（波形の変動がなくなるまで（例：２０回程度）） 

検波モード  ポジティブピーク 

表示モード  マックスホールド 

（２）スペクトルアナライザの測定値は、外部又は内部のコンピュータによって処理する。 

注１：チャネル間隔により、以下の通りとする。 

チャネル間隔  ：  中心周波数    掃引周波数幅 

２５０ＭＨｚ  ：  搬送波周波数±２５０ＭＨｚ   ２５０ＭＨｚ 

５００ＭＨｚ  ：  搬送波周波数±５００ＭＨｚ   ５００ＭＨｚ 

１，０００ＭＨｚ  ：  搬送波周波数±１，０００ＭＨｚ  １，０００ＭＨｚ 

２，０００ＭＨｚ  ：  搬送波周波数±２，０００ＭＨｚ  ２，０００ＭＨｚ 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定し、送信する。 

（２）運用状態が連続送信状態の場合は連続送信状態にする。 

（３）電力制御を最大出力とし、隣接チャネル漏洩電力が最大となる状態に設定する。 

（４）変調は、標準符号化試験信号で変調する。 

（５）運用状態がバースト送信状態（電波の発射を断続する送信状態。）の場合は、バースト送信状

態とし、バースト長が最小となるように設定する等、占有周波数帯幅が最大となる変調状態と

する。 

 

４ 測定操作手順 

（１）スペクトルアナライザを２（１）のように設定する。 

（２）搬送波電力（ＰＣ ) の測定 

ア 搬送波周波数を中心周波数とし、掃引周波数幅をチャネル間隔として掃引する。 

イ 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

ウ 全データについて、データ点ごとにｄＢ値を電力次元の真数（相対値で良い）に変換する。 

エ 全データの電力総和を求め、これをＰＣ とする。（注２） 
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注２ 電力総和の計算は以下の式による。ただし、参照帯域幅内のＲＭＳ値が直接求められるスペ

クトルアナライザの場合は、測定値としても良い。ただし、データ点数を（掃引周波数幅／分

解能帯域幅）点以上に設定できること。 

 
Ｐｓ：各周波数での掃引周波数幅内の電力総和の測定値（Ｗ） 

Ｅｉ：１サンプルの測定値（Ｗ） 

ＳＷ：掃引周波数幅（ＭＨｚ） 

ｎ ：掃引周波数幅内のサンプル点数 

ＲＢＷ：分解能帯域幅（ＭＨｚ） 

 

（３）上側隣接チャネル漏洩電力（ＰＵ) の測定 

ア 搬送波周波数＋２５０ＭＨｚ、＋５００ＭＨｚ、＋１，０００ＭＨｚ、＋２，０００ＭＨ

ｚの離調周波数を中心周波数にして掃引周波数幅内を掃引する。 

イ 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

ウ 全データについて、データ点ごとにｄＢ値を電力次元の真数に変換する。 

エ 全データの電力総和を求め、これをＰＵ とする。（注２） 

（４）下側隣接チャネル漏洩電力（ＰＬ) の測定 

ア 搬送波周波数－２５０ＭＨｚ、－５００ＭＨｚ、－１，０００ＭＨｚ、－２，０００ＭＨ

ｚの離調周波数を中心周波数にして掃引周波数幅内を掃引する。 

イ 全データ点の値をコンピュータの配列変数に取り込む。 

ウ 全データについて、データ点ごとにｄＢ値を電力次元の真数に変換する。 

エ 全データの電力総和を求め、これをＰＬとする。（注２） 

 

５ 結果の表示 

上記で求めた結果は、下記の式により計算する。 

①上側隣接チャネル漏洩電力比 １０ｌｏｇ（ＰＵ／ＰＣ） 

②下側隣接チャネル漏洩電力比 １０ｌｏｇ（ＰＬ／ＰＣ） 

①、②で算出した値をｄＢｃ単位で表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）２及び４の搬送波周波数は、割当周波数とする。 

（２）スペクトルアナライザの測定周波数範囲を拡張するため、外部ミキサを用いる場合は局部発振

器周波数を占有周波数帯幅の許容値の２倍以上の周波数とする。 

（３）標準符号化試験信号は、変調信号発生器から規定伝送速度に対応した標準符号化試験信号（Ｉ

ＴＵ－Ｔ勧告Ｏ．１５０による９段ＰＮ符号、１５段ＰＮ符号、２３段ＰＮ符号、３１段ＰＮ

符号等をいう。）を入力する。なお、内蔵で標準符号化試験信号が発生できる場合は、これを

使用しても良い。ただし、符号の段数によりスペクトル分布が影響を受ける場合は、占有周波

数帯幅が最大となる符号を用いる。 

（４）標準符号化試験信号による変調が困難な場合は、制御符号等を除くデータ領域のみ標準符号化

試験信号としても良い。 

（５）バースト波の場合はバースト時間を最小に設定し、バースト波の過渡応答時間を可変するもの

は最小時間に設定する等占有周波数帯幅が最大となる状態にする。 

（６）２（１）において、検波モードをポジティブピークとしているが、データ点数を（掃引周波数
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幅／分解能帯域幅）点以上に設定できる場合は、検波モードをＲＭＳとしても良い。 
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九 空中線電力の偏差 
１ 測定系統図 

 
接続器具は、各種導波管変換器等である。 

 

２ 測定器の条件等 

（１）電力計として、平均電力で規定されている電波型式の測定は平均電力計を用いる。また、尖頭

電力で規定されている電波型式の測定は尖頭電力計を用いる。 

（２）平均電力計の型式は、通常、熱電対もしくはサーミスタ等による熱電変換型又はこれらと同等

の性能を有するものとする。 

（３）減衰器の減衰量は、電力計に最適動作入力レベルを与えるものとする。 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定にする。 

（２）変調は、標準符号化試験信号で変調する。これが困難な場合は、通常の変調状態の連続送信状

態とし、変調度は通常の使用状態と同等とする。なお、尖頭電力を測定する場合において、尖

頭電力と同じ値となる無変調搬送波を送信する機能を有する場合は、無変調としても良い。ま

た、バースト送信状態の場合はバースト時間率を一定にし出力する。 

（３）尖頭電力を測定する場合において、変調信号によって尖頭電力が変動する場合は最大の値にな

る変調条件とする。 

 

４ 測定操作手順 

（１）電力計の零調を行う。 

（２）試験周波数に設定し、送信をする。 

（３）平均電力を測定する場合は連続送信状態で測定した平均電力計の値を測定値とする。ただし、

バースト送信状態の場合はバースト時間率を一定にして送信し、繰り返しバースト波平均電力

（ＰＢ）を十分長い時間にわたり電力計で測定する。 

１バースト区間の平均電力を次式により算出する。 

Ｐ＝ＰＢ×（Ｔ／Ｂ） 

ここで Ｔ＝バースト繰り返し周期（秒） 

Ｂ＝バースト長（秒） 

（４）尖頭電力を測定する場合は、尖頭電力計の値を測定値とする。 

（５）尖頭電力を測定する場合であって、尖頭電力計を用いることが困難で平均電力計を用いた場合

は、６（２）により、求めた平均電力を尖頭電力に換算して測定値とする。 

（６）尖頭電力を測定する場合であって、受験機器が尖頭電力と同じ値となる無変調搬送波を連続的

に送信する状態に設定できる場合は、平均電力計を用いて測定した値を尖頭電力の測定値とす

る。 

 

５ 結果の表示 

（１）空中線電力（平均電力の場合） 

結果は、空中線電力の絶対値をＷ単位で、平均電力の定格（工事設計書に記載される）空中線

電力（真数に換算して）に対する偏差を（％）単位で（＋）または（－）の符号を付けて表示

する。 
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（２）空中線電力（尖頭電力の場合） 

結果は、空中線電力の絶対値をＷ単位で、尖頭電力の定格（工事設計書に記載される）空中線

電力（真数に換算して）に対する偏差を（％）単位で（＋）または（－）の符号を付けて表示

する。 

 

６ 補足説明 

（１）尖頭電力計を用いる場合は、（１／最大変調速度の１０倍）以下の応答時間を有した尖頭電力

計を用いること。 

（２）２（１）で尖頭電力の測定は尖頭電力計を用いることとしているが、上記（１）の条件を満足

することが困難な場合は、平均電力計を用いても良い。ただし、平均電力計の測定値に対し、

（３）から（６）の方法により、尖頭電力に換算する。 

（３）ＡＳＫ等の変調状態において電波を発射している符号と電波を発射しない符号の比率が５０％

±１％以内となる符号（例、”１””０”の出現確率は９段ＰＮ符号の場合”１”が５０．０

９８％、”０”が４９．９０２％、１５段ＰＮ符号の場合”１”が５０．００２％、”０”が

４９．９９８％）で変調する。 

（４）連続送信状態に設定できない場合は、バースト送信状態で繰り返しバースト波平均電力を測定

し、４（３）と同様に１バースト区間の平均電力を求める。 

（５）連続送信状態の平均電力又は、（４）で求めたバースト送信状態の１バースト区間の平均電力

に、尖頭電力換算係数（注１）として４．３５を乗じた値を尖頭電力とする。 

注１：尖頭電力換算係数は、連続送信状態の場合、平均電力計で求めた値から変調包絡線が最大と

なる尖頭電力を求めるための係数である。（例：変調方式や変調波形によって異なり、ベース

バンドフィルタがガウスフィルタの場合４．３５（６（３）の符号比率が５０％の場合）とな

る。） 

（６）（５）において、ベースバンドフィルタがガウスフィルタと異なる場合又は（５）と異なる係

数を用いる場合は、尖頭電力換算係数を空中線電力とともに表示し、ベースバンドフィルタ等

の特性（例：変調信号の送信速度、５次バタワース型フィルタ、カットオフ周波数ｘｘＨｚな

ど）及び、変調包絡線の波形データ等をもとに、適用する尖頭電力換算係数が妥当であること

を証明する資料を添付すること。 
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十 副次的に発する電波等の限度 
１ 測定系統図 

 
接続器具は、各種導波管変換器等である。 

 

２ 測定器の条件等 

（１）測定対象が低レベルであるため、低雑音増幅器を用いるか又はスペクトルアナライザまでの接

続経路の減衰量を必要最低限とし、擬似負荷（減衰器）の減衰量は最低限にする。 

（２）副次発射探索時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。 

掃引周波数幅  ３０ＭＨｚ～１１０ＧＨｚ（注１）（注２）（注３） 

分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  最大のダイナミックレンジとなる値 

掃引時間   測定精度が保証される最小時間（注４） 

データ点数  ４００点以上（例１，００１点） 

掃引モード  連続掃引（波形の変動がなくなるまで（例：２０回程度）） 

検波モード  ポジティブピーク 

表示モード  マックスホールド 

注１ 副次発射の探索は、下限周波数を３０ＭＨｚとしているが、導波管を用いるものはカットオ

フ周波数の０．７倍からとし、１０ＧＨｚ程度の周波数幅ごとに分割して掃引する。 

注２ 広帯域システムの場合： 

指定周波数帯を除く。なお、帯域外領域に相当する帯域とスプリアス領域に相当する帯域につ

いてそれぞれ以下の周波数範囲を掃引し、スプリアス領域に相当する帯域については１０ＧＨ

ｚ程度の周波数幅ごとに分割して掃引する。 

割当周波数： ７３．５ＧＨｚの場合 

指定周波数帯   ：  ７１．０ＧＨｚ～ ７６．０ＧＨｚ 

帯域外領域に相当する帯域 ：  ６５．５ＧＨｚ～ ７１．０ＧＨｚ 

：  ７６．０ＧＨｚ～ ８１．５ＧＨｚ 

スプリアス領域に相当する帯域：  ３０ＭＨｚ～ ６５．５ＧＨｚ（注１） 

：  ８１．５ＧＨｚ～１１０．０ＧＨｚ 

割当周波数： ８３．５ＧＨｚの場合 

指定周波数帯   ：  ８１．０ＧＨｚ～ ８６．０ＧＨｚ 

帯域外領域に相当する帯域 ：  ７５．５ＧＨｚ～ ８１．０ＧＨｚ 

：  ８６．０ＧＨｚ～ ９１．５ＧＨｚ 

スプリアス領域に相当する帯域：  ３０ＭＨｚ～ ７５．５ＧＨｚ（注１） 

：  ９１．５ＧＨｚ～１１０．０ＧＨｚ 

注３ 狭帯域システムの場合： 

占有周波数帯幅の許容値の範囲を除く。なお、帯域外領域に相当する帯域とスプリアス領域に

相当する帯域についてそれぞれ以下の周波数範囲を掃引し、スプリアス領域に相当する帯域に

ついては１０ＧＨｚ程度の周波数幅ごとに分割して掃引する。 

スプリアス領域に相当する帯域  ：以下の周波数。 

ただし、帯域外領域に相当する帯域を除く。 

３０ＭＨｚ ～ １１０ＧＨｚ（注１） 
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帯域外領域に相当する帯域  ：以下の周波数。 

チャネル間隔２５０ＭＨｚ  ：搬送波周波数±（１２５ＭＨｚ～ ６２５ＭＨｚ） 

チャネル間隔５００ＭＨｚ  ：搬送波周波数±（２５０ＭＨｚ～１，２５０ＭＨｚ） 

チャネル間隔１，０００ＭＨｚ ：搬送波周波数±（５００ＭＨｚ～２，０００ＭＨｚ） 

チャネル間隔２，０００ＭＨｚ ：搬送波周波数±（１，０００ＭＨｚ～３，５００ＭＨｚ） 

注４ バースト波の場合、１サンプル当たり１バースト以上入る時間とする。ただし、バースト周

期が長い場合は、掃引回数を増やすことにより掃引時間を短くしてもよい。 

（３）副次発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は次のようにする。 

（ゼロスパンで求める場合） 

中心周波数  副次発射周波数（探索された周波数） 

掃引周波数幅  ０Ｈｚ 

分解能帯域幅  １ＭＨｚ 

ビデオ帯域幅  分解能帯域幅の３倍程度 

Ｙ軸スケール  １０ｄＢ／Ｄｉｖ 

入力レベル  送信信号の振幅をミキサの直線領域の最大付近 

掃引時間  測定精度が保証される最小時間（注５） 

データ点数  ４００点以上（例１，００１点） 

掃引モード  単掃引 

検波モード  ポジティブピーク 

表示モード  マックスホールド 

注５ バースト送信状態の場合、１バースト時間内にデータ点数が１０以上となる時間であれば掃

引時間として設定してもよい。 

 

３ 受験機器の状態 

（１）試験周波数に設定する。 

（２）送信を停止し、受信のみの状態とする。 

 

４ 測定操作手順 

（１）スペクトルアナライザの設定を２（２）として、掃引し副次発射を探索する。この場合、指定

周波数帯（注２）の範囲を探索範囲から除外する。 

（２）探索した副次発射の振幅値が、尖頭電力の許容値に対し、３ｄＢ以上低い場合は尖頭電力の測

定値とする。許容値に対し３ｄＢ以上低い値を超えた場合は、周波数の精度を高めるため、２

（２）において掃引周波数幅を１ＧＨｚ、１００ＭＨｚ、１０ＭＨｚと順次狭くして、その副

次発射周波数と副次発射の値を正確に求め尖頭電力の測定値とする。 

（３）探索した副次発射の振幅値（尖頭電力）の最大となる周波数が変動しない場合には、スペクト

ルアナライザの設定を２（３）として求めた値を測定値とする。 

 

５ 結果の表示 

（１）帯域外領域に相当する帯域における副次発射として、搬送波の下側及び上側のそれぞれについ

て、最大値の１波をμＷ／ＭＨｚ単位で、周波数と共に表示する。 

（２）スプリアス領域に相当する帯域における副次発射として、測定周波数帯域を分割してスペクト

ルアナライザへの接続経路を切り替えた場合は、それぞれの接続経路の周波数帯域ごとの最大

値の１波をμＷ／ＭＨｚ単位で、周波数と共に表示する。 

 

６ 補足説明 

（１）副次発射の探索において、導波管を用いるものはカットオフ周波数の０．７倍から測定するこ

ととしている。しかしながら、カットオフ周波数の０．７倍を超える周波数であっても導波管
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が充分に長く技術基準の許容値を満足するカットオフ減衰量が得られることが証明されれば、

その周波数範囲の測定を省略することができる。 

（２）副次発射の探索において、給電点から受信部までの間に導波管接続のフィルタ及びデュープレ

クサ等を用いるものは、それらの周波数特性のデータ（例：ネットワークアナライザ等により

取得したデータ）を提出することにより、許容値を満足する減衰量が得られることが証明され

れば、その周波数範囲の測定を省略することができる。 

（３）使用するスペクトルアナライザの雑音レベルが、副次発射の許容値のレベルを超えて直接測定

できない場合は、低雑音増幅器等を使用するとともに、接続経路等の損失も最小になるように

注意する必要がある。測定系の雑音レベル（尖頭値）は、副次発射の尖頭電力の許容値より６

ｄＢ以上低い値とすること。なお、許容値より１０ｄＢ以上低い値とすることが望ましい。 

（４）使用するスペクトルアナライザにおいて外部ミキサを用いる場合、ハーモニックミキサの逓倍

数が大きいと外部ミキサでの変換損失が大きくなるため注意すること。なお、外部ミキサを用

いる場合も、測定系の雑音レベル（尖頭値）は（３）と同様にすること。 

（５）２（３）において、副次発射の周波数が変動する場合は、２（２）において掃引周波数幅を１

００ＭＨｚ程度にして最大値を求める。また副次発射が最大となる周波数の変動幅が１００Ｍ

Ｈｚを超える場合には、１００ＭＨｚ程度に分割して掃引し、最大値を測定値とする。 

（６）外部ミキサを用いる場合は、ローカル周波数等を確認し、イメージレスポンス等に注意するこ

と。 

（７）３（２）において、送信を停止することができない場合において、受信専用の給電点を有する

場合は受信専用の給電点に接続して測定する。 

（８）（７）において、受信専用の給電点を有しない場合又は受信専用の給電点への接続が困難な場

合は、送信装置及び受信装置とも同時に動作している状態で、送信及び受信を共用する給電点

で測定しても良い。 

（９）（８）において、帯域外領域における不要発射の強度又は、スプリアス領域における不要発射

の強度の測定値を副次発射の強度の測定値としても良い。なお、占有周波数帯幅が２，２５０

ＭＨｚ以下のものにあっては、尖頭電力として測定した不要発射の値を用いる。 

また、この場合に帯域外領域における不要発射の強度又は、スプリアス領域における不要発射

の強度の値を減じない。 


